
 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

開 
 
 

会 
 
 

式 

  
 
 

〔
一
同
起
立
〕 

○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
開
会
式
を
行
い
ま
す
。
議
長
か
ら
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 
 

〔
議
長 
小
原 

尚
君
登
壇
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

開
会
に
当
た
り
、
一
言
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

初
め
に
、
先
月
下
旬
、
県
内
の
養
鶏
農
場
に
お
い
て
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
寒
波
に
見
舞
わ

れ
る
困
難
な
防
疫
作
業
と
な
り
ま
し
た
が
、
昼
夜
を
分
か
た
ず
多
く
の
皆
様
方
の
御
協
力
に
よ
り
、
防
疫
措
置
を
完
了
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
作
業
に
従
事
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
職
員
を
は
じ
め
、
全
て
の
皆
様
方
に
対
し
、
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま

す
。 

 

次
に
、
去
る
二
十
二
日
ま
で
開
催
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
ミ
ラ
ノ
・
コ
ル
テ
ィ
ナ
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
、
当
県
ゆ
か
り

の
選
手
が
相
次
い
で
快
挙
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
村
瀬
心
椛
選
手
が
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
日
本
女
子
で
は
史
上
初
の
金
メ
ダ
ル
に
続
い

て
銅
メ
ダ
ル
と
二
つ
の
メ
ダ
ル
を
獲
得
さ
れ
、
堀
島
行
真
選
手
も
ま
た
銀
と
銅
の
二
つ
の
メ
ダ
ル
を
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。
両
選
手

の
活
躍
に
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
多
く
の
県
民
に
勇
気
と
感
動
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感

謝
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
さ
ら
な
る
御
活
躍
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。 

 

さ
て
、
本
日
、
令
和
八
年
第
一
回
岐
阜
県
議
会
定
例
会
が
招
集
さ
れ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
の
御
参
集
を
得
て
、
こ
こ
に



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

開
会
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。 

 

本
定
例
会
に
提
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
各
案
件
は
、
令
和
八
年
度
一
般
会
計
予
算
を
は
じ
め
い
ず
れ
も
新
年
度
の
県
政
の
運
営
と

施
策
に
関
わ
る
重
要
な
案
件
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
議
会
に
課
せ
ら
れ
た
役
割
を
十
分
に
果
た
し
、
県
民
の
声
を
県
政
に
反
映
で

き
ま
す
よ
う
、
県
政
の
諸
課
題
も
含
め
活
発
な
御
審
議
を
賜
り
ま
す
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

議
員
並
び
に
執
行
部
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
議
事
運
営
に
格
別
の
御
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
し
て
、
開
会
の
挨
拶
と
い

た
し
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

（
拍 

 
手
） 

○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

知
事
か
ら
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 
 

〔
知
事 

江
崎
禎
英
君
登
壇
〕 

○
知
事
（
江
崎
禎
英
君
） 

皆
様
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

開
会
に
当
た
り
ま
し
て
、
一
言
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

ま
ず
は
、
た
だ
い
ま
議
長
か
ら
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
の
ミ
ラ
ノ
・
コ
ル
テ
ィ
ナ
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
き

ま
し
て
、
岐
阜
県
出
身
の
村
瀬
心
椛
選
手
が
日
本
人
と
し
て
ス
ノ
ー
ボ
ー
ド
女
子
史
上
初
と
な
る
金
メ
ダ
ル
と
と
も
に
銅
メ
ダ
ル

を
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
堀
島
行
真
選
手
が
、
銀
メ
ダ
ル
と
と
も
に
二
大
会
連
続
と
な
る
銅
メ
ダ
ル
を
獲
得
さ
れ
ま
し
た
。

両
選
手
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
最
高
の
舞
台
で
偉
業
を
達
成
さ
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
県
民
に
と
っ
て
大
き
な
誇
り
で
あ
り
、
多

く
の
勇
気
と
感
動
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に
心
か
ら
の
感
謝
と
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
両
選
手
の
さ
ら

な
る
活
躍
を
お
祈
り
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
本
日
は
、
令
和
八
年
第
一
回
岐
阜
県
議
会
定
例
会
を
招
集
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
議
員
各
位
の
御
参
集
を



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
今
議
会
に
上
程
い
た
し
ま
し
た
案
件
は
、
令
和
八
年
度
当
初
予
算
を
は
じ
め
、
来
年
度
の
県
政
運
営
を
進
め
る
上
で
、
い
ず
れ

も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
御
審
議
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
開
会
の
御
挨
拶
と

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

（
拍 

 
手
） 

○
事
務
局
長
（
篭
橋
智
基
君
） 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
開
会
式
を
終
わ
り
ま
す
。
御
着
席
願
い
ま
す
。 

 
 
 

〔
一
同
着
席
〕 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

開
会
に
先
立
ち
、
新
任
の
副
知
事
に
御
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
す
。
副
知
事 

足
立
葉
子
君
。 

 
 
 

〔
副
知
事 

足
立
葉
子
君
登
壇
〕 

○
副
知
事
（
足
立
葉
子
君
） 

議
員
の
皆
様
方
に
は
、
去
る
十
二
月
の
議
会
に
お
き
ま
し
て
、
選
任
の
同
意
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

一
月
一
日
付
で
副
知
事
を
拝
命
し
、
そ
の
職
責
の
重
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、

江
崎
知
事
を
お
支
え
し
、
安
心
と
ワ
ク
ワ
ク
に
あ
ふ
れ
、
人
や
モ
ノ
が
集
ま
る
岐
阜
県
を
実
現
す
る
た
め
、
誠
心
誠
意
努
力
す
る

覚
悟
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

県
議
会
の
先
生
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
格
別
の
御
指
導
御
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
就
任
の
挨
拶



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 

（
拍 

 

手
） 



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
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議 

事 

日 

程 

（ 

第 

一 

号 

） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
（
木
）
午
前
十
時
開
議 

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て 

第 

二 
 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

第 

三 
 

議
第
一
号
か
ら
議
第
六
十
八
号
ま
で 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

  
 
 
 
 
 
 
 

本 

日 

の 
会 

議 

に 

付 

し 

た 

事 

件 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 
 

日
程
第
一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て 

一 
 

日
程
第
二 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て 

一 
 

日
程
第
三 

議
第
一
号
か
ら
議
第
六
十
八
号
ま
で 

 



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

出 
 
 
 

席 
 
 
 

議 
 
 
 

員 
 
 
 

四
十
四
人 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一 
 

番 
 
 

木 
 

村 
 

千 
 

秋 
 

君 

二 
 

番 
 
 

辻󠄀 
 

井 
 

俊 
 

貴 
 

君 

三 
 

番 
 
 

判 
 

治 
 

康 
 

信 
 

君 

五 
 

番 
 
 

平 
 

野 
 

恭 
 

子 
 

君 

六 
 

番 
 
 

和 
 

田 
 

直 
 

也 
 

君 

七 
 

番 
 
 

今 
 

井 
 

瑠 
 

々 
 

君 

八 
 

番 
 
 

牧 
 

田 
 

秀 
 

憲 
 

君 

九 
 

番 
 
 

黒 
 

田 
 

芳 
 

弘 
 

君 

十 
 

番 
 
 

森 
 
 
 
 

治 
 

久 
 

君 

十 

一 

番 
 
 

山 
 

内 
 

房 
 

壽 
 

君 

十 

二 

番 
 
 

中 
 

川 
 

裕 
 

子 
 

君 

十 

三 

番 
 
 

伊 
 

藤 
 

英 
 

生 
 

君 

十 

四 

番 
 
 

澄 
 

川 
 

寿 
 

之 
 

君 

十 

五 

番 
 
 

森 
 
 
 
 

益 
 

基 
 

君 



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

十 

六 

番 
 
 

小 
 

川 
 

祐 
 

輝 
 

君 

十 

七 

番 
 
 

平 
 

野 
 

祐 
 

也 
 

君 

十 

八 

番 
 
 

所 
 
 
 
 

竜 
 

也 
 

君 

十 

九 

番 
 
 

今 
 

井 
 

政 
 

嘉 
 

君 

二 

十 

番 
 
 

藤 
 

本 
 

恵 
 

司 
 

君 

二
十
一
番 

 
 

安 
 

井 
 
 
 
 

忠 
 

君 

二
十
二
番 

 
 

恩 
 

田 
 

佳 
 

幸 
 

君 

二
十
三
番 

 
 

広 
 

瀬 
 
 
 
 

修    

君 

二
十
四
番 

 
 

布 
 

俣 
 

正 
 

也 
 

君 

二
十
五
番 

 
 

酒 
 

向 
 
 
 
 

薫 
 

君 

二
十
七
番 

 
 

水 
 

野 
 

吉 
 

近 
 

君 

二
十
八
番 

 
 

国 
 

枝 
 

慎 

太 

郎 
 

君 

二
十
九
番 

 
 

長 
 

屋 
 

光 
 

征 
 

君 

三 

十 

番 
 
 

高 
 

殿 
 
 
 
 

尚 
 

君 

三
十
一
番 

 
 

田 
 

中 
 

勝 
 

士 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
三
番 

 
 

松 
 

岡 
 

正 
 

人 
 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
十
四
番 

 
 

小 
 

原 
 
 
 
 

尚 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
五
番 

 
 

水 
 

野 
 

正 
 

敏 
 

君 



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
六
番 

 
 

野 
 

島 
 

征 
 

夫 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
七
番 

 
 

渡 
 

辺 
 

嘉 
 

山 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
八
番 

 
 

伊 
 

藤 
 

正 
 

博 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
十
九
番 

 
 

川 
 

上 
 

哲 
 

也 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四 

十 

番 
 
 

伊 
 

藤 
 

秀 
 

光 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
一
番 

 
 

平 
 

岩 
 

正 
 

光 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
三
番 

 
 

佐 
 

藤 
 

武 
 

彦 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
四
番 

 
 

森 
 
 
 
 

正 
 

弘 
 

君 

                                                          

四
十
五
番 

 
 

村 
 

下 
 

貴    

夫 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
六
番 

 
 

尾 
 

藤 
 

義 
 

昭 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
七
番 

 
 

岩 
 

井 
 

豊 

太 

郎 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四
十
八
番 

 
 

猫 
 

田 
 
 
 
 

孝 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

  
 
 
 
 
 
 
 

職
務
の
た
め
出
席
し
た
事
務
局
職
員
の
職
氏
名 

 
事

務

局

長 
 
 

篭

橋

智

基 



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

総

務

課

長 
 
 

桂 
 

川 
 

義 
 

彦 

議

事

調

査

課

長 
 
 

三

宅

誠

樹 

議
事
調
査
課
管
理
調
整
監 

 
 

大 
 

平 
 

洋 
 

右 

同 
 

 

課

長

補

佐 
 
 

佐 
 

藤 
 

由 
 

子 

同 
 

 

主 
 

査   
 

脇 
 

若 
 

知 

香 

子 

同 
 

 

主 
 

査 
 
 

杉

山

俊

之 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

説
明
の
た
め
出
席
し
た
者
の
職
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
知

事 
 
 

江

崎

禎

英

君 
副

知

事 
 
 

足

立

葉

子

君 
会

計

管

理

者 
 
 

丸 
 

山 
 
 

 
 

淳 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総

務

部

長 
 
 

平 
 

野 
 

孝 
 

之 
 

君 

総
合
企
画
部
長
兼
秘
書
広
報
統
括
監 

 
 

市 
 

橋 
 

貴 
 

仁 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
合
企
画
部
未
来
創
成
局
長 

 
 

兼 
 

松 
 

伸 
 

和 
 

君 

 

危

機

管

理

部

長 
 
 

海

蔵

敏

晃

君 



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
生
活
部
長 

 
 

平

野

昌

彦

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

健

康

福

祉

部

長 
 
 

中

西

浩

之

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

子

ど

も

・

女

性

部

長 
 
 

片

桐

伸

一

君 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

商

工

労

働

部

長 
 
 

小

島

光

則

君 
 
 

観
光
文
化
ス
ポ
ー
ツ
部
長 

 
 

渡

辺

幸

司

君 

農

政

部

長 
 
 

堀 
 
 

 
 

智 
 

考 
 

君 

林

政

部

長 
 
 

久 
 

松 
 

一 
 

男 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県

土

整

備

部

長 
 
 

藤

井

忠

直

君 

 
 
 

理
事(

ま
ち
づ
く
り
担
当)

兼
都
市
建
築
部
長 

 
 

野

崎

眞

司

君 

都
市
建
築
部
都
市
公
園
・
交
通
局
長 

 
 

戸

田

克

稔

君 

教

育

長 
 
 

堀 
 
 

 
 

貴 
 

雄 
 

君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

警

察

本

部

長 
 
 

三

田

豪

士

君 

代

表

監

査

委

員 
 
 

鈴 
 

木 
 

祥 
 

一 
 

君 
人

事

委

員

会

事

務

局

長 
 
 

大

野

陽

一

君 
労

働

委

員

会

事

務

局

長 
 
 

廣

瀬

雅

史

君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

二
月
二
十
六
日
午
前
十
時
六
分
開
会 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

た
だ
い
ま
か
ら
令
和
八
年
第
一
回
岐
阜
県
議
会
定
例
会
を
開
会
し
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 ○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

日
程
第
一 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
定
例
会
の
会
議
録
署
名
議
員
に
、
三
番 

判
治
康
信
君
、
九
番 

黒
田
芳
弘
君
、
十
一
番 

山
内

房
壽
君
、
十
六
番 

小
川
祐
輝
君
、
二
十
二
番 

恩
田
佳
幸
君
を
指
名
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
指
名
の
と
お
り
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

諸
般
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。 

 

野
村
美
穂
君
及
び
加
藤
大
博
君
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
付
を
も
っ
て
公
職
選
挙
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
辞
職
さ
れ

ま
し
た
の
で
、
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
岐
阜
県
議
会
委
員
会
条
例
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
十
九
日
付
を
も
っ
て
、
田
中
勝

士
君
を
議
会
運
営
委
員
会
委
員
に
指
名
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
い
た
し
ま
す
。 



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

 

ま
た
、
議
会
運
営
委
員
会
の
副
委
員
長
に
は
、
田
中
勝
士
君
が
選
任
さ
れ
た
旨
、
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
他
の
報
告
は
、
書
記
に
朗
読
さ
せ
ま
す
。 

 
 
 

（
書 

記 

朗 

読
） 

 

議
案
の
提
出
に
つ
い
て 

 

知
事
か
ら
、
本
日
付
を
も
っ
て
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
議
第
一
号 

令
和
八
年
度
岐
阜
県
一
般
会
計
予
算
ほ
か
六
十
七

件
の
議
案
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

専
決
処
分
の
報
告
に
つ
い
て 

 

知
事
か
ら
、
本
日
付
を
も
っ
て
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
百
八
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
第
一
号

 

令
和
七
年
度
岐
阜
県
一
般
会
計
補
正
予
算
ほ
か
十
二
件
の
専
決
処
分
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

指
定
金
融
機
関
の
状
況
の
報
告
に
つ
い
て 

 

知
事
か
ら
、
本
日
付
を
も
っ
て
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
報
第
十
四
号 

令
和
七
年
度
指
定
金
融
機
関
の
状
況
に
つ
い
て

の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

監
査
結
果
等
の
報
告
の
提
出
に
つ
い
て 

 

監
査
委
員
か
ら
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十

四
日
付
、
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
付
及
び
令
和
八
年
二
月
二
十
五
日
付
を
も
っ
て
、
定
期
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
令
和
八
年

二
月
二
十
五
日
付
を
も
っ
て
、
随
時
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
及
び
財
政
援
助
団
体
等
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
並
び
に
地
方
自
治

法
第
二
百
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
、
令
和
八
年
一
月
二
十
七
日
付
及
び
令
和
八

年
二
月
二
十
五
日
付
を
も
っ
て
、
例
月
出
納
検
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
の
提
出
が
あ
り
ま
し
た
。 



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

住
民
監
査
請
求
の
通
知
に
つ
い
て 

 
監
査
委
員
か
ら
、
お
手
元
に
配
付
の
と
お
り
、
令
和
八
年
一
月
二
十
一
日
付
を
も
っ
て
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
二
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
通
知
が
あ
り
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 
日
程
第
二 

会
期
の
決
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
こ
の
定
例
会
の
会
期
は
、
本
日
か
ら
三
月
二
十
五
日
ま
で
の
二
十
八
日
間
と
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
か
ら
三
月
二
十
五
日
ま
で
の
二
十
八
日
間
と
決
定

い
た
し
ま
し
た
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

日
程
第
三
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

提
出
議
案
に
対
す
る
知
事
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
知
事 

江
崎
禎
英
君
。 

 
 
 

〔
知
事 

江
崎
禎
英
君
登
壇
〕 



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

○
知
事
（
江
崎
禎
英
君
） 

令
和
八
年
第
一
回
岐
阜
県
議
会
定
例
会
が
開
催
さ
れ
る
に
当
た
り
、
提
出
議
案
の
説
明
に
先
立
ち
ま
し

て
、
ま
ず
、
令
和
八
年
度
の
県
政
運
営
の
基
本
方
針
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
昨
年
二
月
の
知
事
就
任
以
降
、
本
県
の
豊
か
な
自
然
や
多
種
多
様
な
食
材
、
世
界
に
誇
る
べ
き
歴
史
や
伝
統
文
化
な
ど
、
多
く

の
魅
力
が
そ
ろ
う
本
県
の
強
み
を
生
か
し
、
日
本
社
会
が
直
面
す
る
様
々
な
課
題
に
挑
戦
す
る
た
め
、
政
策
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
働

い
て
も
ら
い
方
改
革
な
ど
、
新
た
な
政
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。 

 

令
和
八
年
度
は
、
こ
う
し
た
流
れ
を
さ
ら
に
深
化
さ
せ
、
本
県
か
ら
全
国
に
安
心
と
ワ
ク
ワ
ク
に
あ
ふ
れ
る
政
策
を
発
信
し
、

人
や
モ
ノ
が
集
ま
る
岐
阜
県
の
実
現
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
令
和
八
年
度
の
当
初
予
算
案
は
、
「
未
来
を
切
り
拓
く
力
強
い
岐
阜
県
へ
」
を
政
策
の
テ
ー
マ
に
掲
げ
、
県
民
の
安

心
の
確
保
と
、
未
来
に
夢
と
誇
り
を
持
て
る
ワ
ク
ワ
ク
の
創
出
の
二
つ
を
重
点
事
項
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
政
策
の
柱
を
立
て

て
編
成
を
い
た
し
ま
し
た
。
特
に
今
回
、
各
政
策
の
柱
に
生
き
る
力
、
学
ぶ
力
、
防
災
力
、
産
業
競
争
力
な
ど
「
力
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
岐
阜
県
が
持
つ
力
を
磨
き
発
信
し
て
い
く
と
い
う
思
い
を
込
め
た
も
の
で
あ
り
、
来
年
度
の
テ
ー
マ

に
掲
げ
た
「
力
強
い
岐
阜
県
」
を
目
指
し
、
県
と
し
て
取
り
組
む
べ
き
施
策
を
強
力
に
実
行
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
県
民
の
皆
様
の
安
心
の
確
保
の
一
つ
目
の
政
策
の
柱
は
、
物
価
高
騰
に
負
け
な
い
力
強
い
社
会
を
創
る
こ
と
で
あ
り
ま

す
。 

 

具
体
的
に
は
、
物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
る
生
活
者
や
事
業
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
国
の
一
律
支
援
や
市
町
村
の
生
活

密
着
支
援
が
届
き
に
く
い
方
々
に
対
し
て
、
県
と
し
て
緊
急
的
な
支
援
を
着
実
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
、
小
規
模
事

業
者
の
賃
上
げ
環
境
整
備
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

二
つ
目
は
、
誰
も
が
安
心
で
健
や
か
に
生
き
、
学
ぶ
力
を
育
む
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

具
体
的
に
は
、
県
民
の
皆
様
の
誰
も
が
安
心
し
て
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
環
境
を
整
備
す
る
た
め
、
子
育
て
の
負
担
軽
減
や
学
ぶ

力
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
医
療
・
福
祉
の
人
材
と
体
制
を
確
保
し
、
子
供
か
ら
高
齢
者
ま
で
切
れ
目
な
く
支
援
を
し
て
ま
い

り
ま
す
。 

 

三
つ
目
は
、
環
境
課
題
へ
の
対
応
と
防
災
力
向
上
で
命
と
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

具
体
的
に
は
、
県
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
身
近
な
環
境
課
題
に
対
応
し
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
な
ど
に
よ
り
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
未
来
に
夢
と
誇
り
を
持
て
る
ワ
ク
ワ
ク
の
創
出
の
一
つ
目
の
政
策
の
柱
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
地
域
の
潜
在
力
を
生
か
し

産
業
競
争
力
を
高
め
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

具
体
的
に
は
、
若
者
や
女
性
が
持
て
る
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
、
柔
軟
で
多
様
な
働
き
方
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
地

域
の
強
み
や
技
術
を
生
か
し
て
成
長
分
野
へ
の
挑
戦
を
促
し
、
産
業
競
争
力
を
高
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

二
つ
目
は
、
食
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
を
通
じ
て
力
強
い
地
域
を
創
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

具
体
的
に
は
、
食
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
を
進
め
る
た
め
、
多
様
な
主
体
の
農
業
へ
の
参
画
を
促
し
、
米
の
増
産
や
選
ば
れ
る

農
畜
水
産
物
を
作
り
、
消
費
の
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
資
源
を
生
か
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
創
出
や
活
用
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。 

 

三
つ
目
は
、
世
界
に
誇
れ
る
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

具
体
的
に
は
、
世
界
に
誇
れ
る
岐
阜
県
を
目
指
し
、
豊
か
な
自
然
や
歴
史
・
文
化
な
ど
地
域
資
源
を
生
か
し
た
観
光
振
興
や
地

域
の
に
ぎ
わ
い
創
出
、
関
係
人
口
の
拡
大
に
取
り
組
み
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

以
上
の
よ
う
な
政
策
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
た
め
に
は
、
持
続
可
能
な
財
政
運
営
に
も
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。 



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

 

本
県
の
財
政
は
、
公
債
費
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、
近
い
将
来
、
基
金
が
枯
渇
し
か
ね
な
い
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
令
和
八
年
度
当
初
予
算
編
成
に
合
わ
せ
、
部
局
横
断
的
な
事
業
見
直
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
中
心
に
、
職
員
か

ら
の
提
案
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
の
目
的
を
改
め
て
問
い
直
し
、
目
的
達
成
の
た
め
の
最
適
な
手
法
を
検
討
す
る

と
い
っ
た
作
業
を
徹
底
し
、
め
り
張
り
の
あ
る
予
算
編
成
に
努
め
ま
し
た
。 

 

以
上
、
県
政
運
営
に
お
け
る
基
本
方
針
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
来
年
度
は
こ
う
し
た
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
中
長
期
的
な
政

策
の
方
向
性
を
整
理
し
、
具
体
的
な
施
策
の
体
系
を
県
民
の
皆
様
に
お
示
し
す
る
た
め
、
「
清
流
の
国
ぎ
ふ
」
創
生
総
合
戦
略
を

一
年
前
倒
し
て
改
定
い
た
し
ま
す
。 

 

引
き
続
き
、
岐
阜
県
を
「
共
に
未
来
を
創
る
場
所
（
と
こ
ろ
）
」
と
す
る
た
め
、
議
員
各
位
を
は
じ
め
、
県
民
の
皆
様
の
御
支

援
、
御
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

次
に
、
本
日
提
出
い
た
し
ま
し
た
議
案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
回
御
審
議
い
た
だ
き
ま
す
案
件
は
、
予
算
二
十
七
件
、
条
例
十
八
件
、
契
約
そ
の
他
二
十
三
件
、
合
計
六
十
八
件
で
ご
ざ
い

ま
す
。 

 

ま
ず
、
議
第
一
号
か
ら
議
第
十
四
号
ま
で
の
令
和
八
年
度
予
算
の
規
模
は
、
一
般
会
計
九
千
五
百
六
十
八
億
八
千
万
円
、
特
別

会
計
四
千
二
百
七
十
一
億
六
千
万
円
、
合
計
一
兆
三
千
八
百
四
十
億
四
千
万
円
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
予
算
の
概
要
に
つ
き
ま
し
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
県
政
運
営
の
基
本
方
針
の
二
つ
の
重
点
事
項
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
政
策
の
柱
立
て
に
沿
っ
て
御
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

ま
ず
は
、
県
民
の
安
心
の
確
保
に
関
す
る
一
つ
目
の
柱
で
ご
ざ
い
ま
す
物
価
高
騰
に
負
け
な
い
力
強
い
社
会
を
創
る
と
い
う
項

目
で
は
、
医
療
・
福
祉
、
子
育
て
分
野
へ
の
支
援
と
し
て
、
医
療
機
関
や
福
祉
施
設
、
学
校
な
ど
に
対
し
、
食
材
料
費
の
高
騰
分
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を
支
援
す
る
ほ
か
、
国
の
支
援
対
象
と
な
ら
な
い
ゼ
ロ
歳
か
ら
二
歳
児
ま
で
の
子
育
て
世
代
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
育
児
支

援
サ
ー
ビ
ス
や
育
児
用
品
の
購
入
に
利
用
で
き
る
電
子
ク
ー
ポ
ン
を
発
行
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
た
、
生
活
の
維
持
に
困
難
を
抱
え
る
方
へ
の
支
援
と
い
た
し
ま
し
て
、
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
適
切
な
養
育
を
継
続
す

る
た
め
に
必
要
な
設
備
、
備
品
購
入
を
支
援
す
る
ほ
か
、
生
活
保
護
受
給
者
世
帯
の
中
で
、
か
つ
て
エ
ア
コ
ン
の
購
入
に
要
す
る

費
用
が
支
援
対
象
か
ら
外
れ
て
い
た
世
帯
に
対
し
、
エ
ア
コ
ン
の
購
入
の
た
め
の
費
用
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
賃
上
げ
環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
企
業
へ
の
支
援
と
い
た
し
ま
し
て
、
酒
米
価
格
高
騰
を
受
け
る
県
内
の
酒
蔵
に
対

し
、
設
備
投
資
や
酒
米
価
格
高
騰
分
を
支
援
す
る
ほ
か
、
賃
上
げ
等
に
つ
な
が
る
生
産
性
向
上
を
推
進
す
る
中
小
企
業
等
の
設
備

投
資
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
安
心
の
二
つ
目
の
柱
で
あ
り
ま
す
誰
も
が
安
心
で
健
や
か
に
生
き
、
学
ぶ
力
を
育
む
と
い
う
項
目
で
は
、
子
供
を
産
み

育
て
や
す
い
環
境
づ
く
り
と
し
て
、
公
立
小
学
校
等
に
通
う
児
童
の
保
護
者
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
校
給
食
費
を
支
援
す

る
ほ
か
、
高
等
学
校
の
授
業
料
の
実
質
無
償
化
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
豊
か
な
感
性
を
育
む
教
育
の
充
実
と
し
て
、
異
学
年
集
団
に
よ
る
学
び
合
い
に
取
り
組
む
市
町
村
へ
の
支
援
や
、
将
来

を
担
う
子
供
た
ち
を
対
象
と
し
た
県
庁
見
学
会
を
実
施
す
る
ほ
か
、
県
立
の
特
別
支
援
学
校
等
の
再
整
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
人
生
百
年
時
代
の
健
康
づ
く
り
、
医
療
・
福
祉
の
充
実
と
し
て
、
昨
年
の
モ
ー
ニ
ン
グ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
さ
ら
に
発

展
さ
せ
る
た
め
、
喫
茶
店
利
用
者
の
健
康
デ
ー
タ
等
の
取
得
分
析
な
ど
を
実
施
す
る
ほ
か
、
医
師
不
足
が
顕
著
な
特
定
診
療
科
な

ど
で
勤
務
す
る
意
思
の
あ
る
医
学
生
に
対
す
る
修
学
資
金
の
貸
付
け
や
、
病
院
薬
剤
師
を
確
保
す
る
た
め
の
奨
学
金
の
返
還
支
援

を
行
う
病
院
へ
の
補
助
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

安
心
の
三
つ
目
の
柱
で
あ
り
ま
す
環
境
課
題
へ
の
対
応
と
防
災
力
向
上
で
命
と
暮
ら
し
を
守
る
と
い
う
項
目
で
は
、
暮
ら
し
に
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身
近
な
環
境
課
題
へ
の
対
応
と
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
確
保
と
し
て
、
ま
ず
は
先
端
技
術
に
よ
る
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
の
追
い
払
い

や
捕
獲
支
援
な
ど
を
実
施
す
る
ほ
か
、
全
県
域
の
河
川
、
地
下
水
を
対
象
と
し
た
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
測
定
調
査
の
実
施
や
、
空
き
家
の
活

用
を
促
進
す
る
た
め
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
、
優
れ
た
提
案
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
暮
ら
し
と
経
済
を
支
え
る
イ
ン
フ
ラ
整
備
と
し
て
、
東
海
環
状
自
動
車
道
や
濃
飛
横
断
自
動
車
道
等
の
幹
線
道
路
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
整
備
の
ほ
か
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
道
路
維
持
管
理
の
効
率
化
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
災
害
に
強
い
地
域
づ
く
り
と
し
て
、
政
策
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
お
け
る
優
良
事
例
の
普
及
を
図
る
た
め
、
地
域
の
モ
デ

ル
と
な
る
防
災
訓
練
を
支
援
す
る
ほ
か
、
消
防
団
、
水
防
団
員
等
を
地
域
で
盛
り
立
て
る
応
援
事
業
所
を
拡
大
す
る
た
め
の
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
未
来
に
夢
と
誇
り
を
持
て
る
ワ
ク
ワ
ク
の
創
出
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
一
つ
目
の
柱
で
あ
り
ま
す
地
域
の
潜
在

力
を
生
か
し
産
業
競
争
力
を
高
め
る
と
い
う
項
目
で
は
、
産
業
や
地
域
を
支
え
る
環
境
づ
く
り
・
人
づ
く
り
と
し
て
、
働
い
て
も

ら
い
方
改
革
の
普
及
啓
発
や
取
組
企
業
の
情
報
を
発
信
す
る
た
め
、
合
同
企
業
展
や
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
す
る
ほ
か
、
若
者
や
女
性

に
選
ば
れ
る
サ
ス
テ
ー
ナ
ブ
ル
経
営
に
取
り
組
む
企
業
を
見
え
る
化
す
る
た
め
、
新
た
な
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
認
証
制
度
を
創
設
い
た
し

ま
す
。 

 

ま
た
、
社
会
課
題
を
解
決
す
る
新
ビ
ジ
ネ
ス
の
創
出
・
拡
大
支
援
と
し
て
、
様
々
な
分
野
か
ら
の
ス
ペ
ー
ス
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
参

入
や
県
内
企
業
の
ウ
エ
ル
ネ
ス
産
業
等
へ
の
参
入
、
事
業
展
開
を
支
援
す
る
ほ
か
、
市
町
村
等
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
官
民
連

携
に
よ
る
地
域
課
題
解
決
の
取
組
支
援
な
ど
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。
特
に
企
業
誘
致
に
つ
き
ま
し
て
は
、
従
来
の
経
済
的
な

支
援
を
見
直
し
、
商
工
労
働
部
に
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
企
業
ニ
ー
ズ
に
寄
り
添
っ
た
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
型
の
企
業
誘
致
に
注
力
し
て

ま
い
り
ま
す
。 
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さ
ら
に
、
地
域
資
源
を
生
か
し
た
挑
戦
へ
の
支
援
と
い
た
し
ま
し
て
、
革
新
的
な
農
業
生
産
方
式
の
モ
デ
ル
実
証
を
支
援
す
る

ほ
か
、
新
た
に
森
林
サ
ー
ビ
ス
産
業
に
取
り
組
む
事
業
者
等
へ
の
伴
走
型
支
援
や
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
受
入
れ
に
向
け
た
モ
ニ
タ
ー
ツ

ア
ー
な
ど
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

次
に
、
ワ
ク
ワ
ク
の
二
つ
目
の
柱
で
あ
り
ま
す
食
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
自
給
を
通
じ
て
力
強
い
地
域
を
創
る
と
い
う
項
目
で
は
、

「
楽
し
い
農
業
・
儲
か
る
農
業
」
の
実
現
と
し
て
、
ア
グ
リ
パ
ー
ク
構
想
を
推
進
す
る
た
め
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
場
づ
く
り
に

関
す
る
ア
イ
デ
ア
を
募
集
し
、
優
れ
た
提
案
を
支
援
す
る
ほ
か
、
米
の
増
産
に
向
け
新
品
種
「
清
流
の
め
ぐ
み
」
の
生
産
性
向
上

の
た
め
の
技
術
実
証
等
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
流
通
ル
ー
ト
の
開
拓
、
販
路
拡
大
を
図
る
た
め
、
農
業
者
と
名
古
屋
圏
の
飲
食
店
を
つ
な
ぐ
名
古
屋
圏
販
路
開
拓
支
援

セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
ほ
か
、
地
消
地
産
に
よ
る
特
色
あ
る
学
校
給
食
を
提
供
す
る
た
め
の
支
援
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

さ
ら
に
、
新
た
な
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
創
出
と
し
て
、
バ
イ
オ
コ
ー
ク
ス
を
普
及
推
進
さ
せ
る
た
め
、
実
証
実
験
や
展
示

会
で
の
有
用
性
の
Ｐ
Ｒ
を
実
施
す
る
ほ
か
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う
小
水
力
発
電
事
業
へ
の
参
入
を

促
進
す
る
た
め
、
県
の
管
理
す
る
砂
防
堰
堤
等
で
の
導
入
可
能
性
調
査
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

ワ
ク
ワ
ク
の
三
つ
目
の
柱
で
ご
ざ
い
ま
す
世
界
に
誇
れ
る
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
で
は
、
持
続
可
能
な
観
光
地
域
づ
く
り
の
推

進
と
い
た
し
ま
し
て
、
本
県
の
豊
か
な
ア
ウ
ト
ド
ア
資
源
を
活
用
し
た
誘
客
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施
や
、
森
林
サ
ー
ビ
ス
産
業

事
業
者
や
市
町
村
が
実
施
す
る
ト
イ
レ
等
の
衛
生
施
設
、
駐
車
場
等
の
環
境
整
備
を
支
援
す
る
ほ
か
、
作
陶
、
陶
芸
で
す
ね
、
そ

し
て
日
本
刀
鍛
冶
体
験
、
こ
う
い
っ
た
も
の
な
ど
、
高
付
加
価
値
な
着
地
型
体
験
商
品
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
武
道
の
見

学
・
体
験
な
ど
、
関
ケ
原
古
戦
場
を
核
と
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
あ
る
戦
国
・
武
将
観
光
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

ま
た
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
促
進
と
い
た
し
ま
し
て
、
高
山
陣
屋
な
ど
で
外
国
語
に
対
応
し
た
地
芝
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居
公
演
を
開
催
す
る
ほ
か
、
令
和
九
年
一
月
に
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
冬
季
大
会
ス
ピ
ー
ド
ス
ケ
ー
ト
競
技
会
「
ク
リ
ス
タ
ル
国
ス

ポ
岐
阜
二
〇
二
七
」
を
恵
那
市
で
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 
さ
ら
に
、
に
ぎ
わ
い
を
創
出
す
る
ま
ち
づ
く
り
と
い
た
し
ま
し
て
、
県
図
書
館
、
美
術
館
を
核
と
し
た
県
民
文
化
の
森
わ
く
わ

く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
開
催
や
、
県
外
小
・
中
学
生
が
本
県
を
も
う
一
つ
の
ふ
る
さ
と
と
感
じ
ら
れ
る
交
流
・
防
災
体
験
に
取
り
組

む
市
町
を
支
援
す
る
ほ
か
、
Ｌ
Ｒ
Ｔ
を
有
力
候
補
と
す
る
新
た
な
交
通
シ
ス
テ
ム
を
含
め
た
岐
阜
圏
域
の
ま
ち
づ
く
り
や
、
リ
ニ

ア
岐
阜
県
駅
を
核
と
し
た
東
濃
・
可
茂
圏
域
の
ま
ち
づ
く
り
な
ど
、
未
来
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

な
お
、
来
年
度
の
政
策
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
つ
き
ま
し
て
は
、
補
助
事
業
と
し
て
実
施
す
る
ア
グ
リ
パ
ー
ク
構
想
の
推
進
、
空
き

家
の
活
用
促
進
、
ふ
た
つ
の
ふ
る
さ
と
事
業
の
推
進
の
三
つ
の
テ
ー
マ
と
、
ア
イ
デ
ア
募
集
と
し
て
実
施
し
ま
す
消
防
団
員
の
確

保
対
策
、
ひ
き
こ
も
り
支
援
、
み
ん
な
で
守
る
社
会
イ
ン
フ
ラ
の
三
つ
の
テ
ー
マ
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
来
年
度
も
引
き
続
き
、

政
策
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
手
法
に
よ
り
ま
し
て
、
県
民
の
皆
様
か
ら
の
御
提
案
を
県
政
に
生
か
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

続
き
ま
し
て
、
歳
入
の
主
な
事
項
に
つ
い
て
御
説
明
を
い
た
し
ま
す
。 

 

ま
ず
県
税
に
つ
き
ま
し
て
は
、
賃
金
上
昇
の
影
響
な
ど
に
よ
り
個
人
県
民
税
の
増
収
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
等
か
ら
、
実
質
的
に

本
格
予
算
と
な
り
ま
し
た
今
年
度
六
月
補
正
後
の
予
算
比
で
五
十
五
億
円
の
増
と
な
り
ま
す
二
千
七
百
九
十
八
億
円
を
計
上
し
て

お
り
ま
す
。 

 

次
に
、
地
方
譲
与
税
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
の
増
収
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
十
九
億
円
増
と
な
り

ま
す
四
百
七
十
二
億
円
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

 

地
方
交
付
税
は
、
地
方
財
政
計
画
の
動
向
な
ど
を
勘
案
し
、
九
十
一
億
円
増
の
二
千
六
十
六
億
円
を
計
上
し
て
お
り
ま
す
。 

 

最
後
に
、
県
債
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
県
立
高
校
の
校
舎
改
築
工
事
な
ど
の
完
了
に
よ
り
ま
し
て
、
七
億
円
減
と
な
り
ま
す
六
百
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六
十
億
円
を
計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
次
に
、
議
第
十
五
号 

令
和
七
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
き
ま
し
て
は
、
大
規
模
災
害
に
備
え
、
避
難
所
の
環
境
改
善
を

図
る
た
め
の
資
機
材
を
整
備
す
る
ほ
か
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た
め
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
障
が
い
福
祉
施
設
の

整
備
な
ど
を
支
援
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

議
第
十
六
号
か
ら
議
第
二
十
七
号
ま
で
は
、
特
別
会
計
の
補
正
予
算
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
年
度
内
の
執
行
見
込
み
な
ど
を
勘
案

し
、
所
要
の
補
正
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
二
十
八
号
か
ら
議
第
四
十
五
号
ま
で
は
、
条
例
の
制
定
ま
た
は
改
正
で
あ
り
、
そ
の
主
な
も
の
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
二
十
八
号
は
、
物
価
高
騰
等
に
鑑
み
、
使
用
料
等
の
額
の
改
定
を
行
う
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
二
十
九
号
は
、
県
職
員
定
数
条
例
な
ど
の
一
部
改
正
で
あ
り
、
定
年
引
上
げ
に
伴
う
常
勤
職
員
の
増
や
、
子
ど
も
相
談
セ

ン
タ
ー
に
配
置
す
る
児
童
福
祉
司
等
の
増
員
な
ど
に
よ
り
、
県
職
員
の
定
数
を
九
十
七
人
増
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

議
第
三
十
一
号
は
、
知
事
直
轄
組
織
を
再
編
し
、
秘
書
及
び
広
報
、
適
正
な
行
政
運
営
の
確
保
、
人
事
及
び
労
務
管
理
に
関
す

る
事
項
を
所
管
す
る
知
事
公
室
を
新
た
に
設
置
す
る
た
め
、
部
等
設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
三
十
五
号
は
、
市
町
村
へ
権
限
移
譲
を
行
う
も
の
で
す
。 

 

議
第
三
十
八
号
は
、
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負
担
金
等
の
算
定
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
市
町
村
か
ら
徴
収
す
る

こ
と
と
な
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
に
係
る
納
付
金
の
額
の
算
定
に
必
要
な
基
準
等
を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
四
十
号
は
、
農
業
大
学
校
の
授
業
料
及
び
入
学
試
験
料
の
額
を
改
定
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
四
十
二
号
は
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
に
基
づ
き
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
等
の
標
識
の
設
置
に
つ
い
て
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 



 
 

 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

 

 

議
第
四
十
四
号
は
、
公
立
の
高
等
学
校
等
に
お
け
る
教
育
改
革
の
推
進
の
た
め
の
事
業
に
必
要
な
基
金
を
設
置
す
る
も
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

 
次
に
、
そ
の
他
の
案
件
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
四
十
六
号
か
ら
議
第
六
十
六
号
ま
で
は
、
旧
岐
阜
県
庁
舎
解
体
工
事
、
跡
津
川
ト
ン
ネ
ル
工
事
及
び
乗
鞍
ト
ン
ネ
ル
一
期

工
事
の
請
負
契
約
の
変
更
、
下
呂
市
内
の
土
地
の
取
得
及
び
処
分
、
車
両
へ
の
落
雪
事
故
に
係
る
損
害
賠
償
の
額
、
県
立
寿
楽
苑

な
ど
十
一
施
設
の
指
定
管
理
者
の
指
定
、
飛
驒
・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
の
延
長
、
包
括
外
部
監

査
契
約
の
締
結
、
岐
阜
県
環
境
基
本
計
画
及
び
ぎ
ふ
農
業
活
性
化
基
本
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
議
決
を
求
め
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
六
十
七
号
は
、
公
安
委
員
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、
佐
々
木
裕
茂
委
員
を
再
任
す
る
た
め
、
同
意
を
求
め
る
も
の
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

議
第
六
十
八
号
は
、
岐
阜
県
議
会
議
員
加
茂
郡
選
挙
区
補
欠
選
挙
の
執
行
の
た
め
、
先
月
二
十
七
日
付
で
実
施
い
た
し
ま
し
た

令
和
七
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
の
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
提
出
案
件
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
が
、
最
後
に
、
本
年
一
月
に
発
生
し
ま
し
た
岐
阜
県
観
光
連
盟
元
職

員
の
逮
捕
に
関
わ
る
県
庁
内
の
不
適
正
事
案
に
つ
い
て
触
れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

現
在
、
県
庁
内
に
お
い
て
は
、
県
監
査
委
員
か
ら
の
指
摘
に
基
づ
き
ま
し
て
、
本
事
案
に
係
る
県
の
対
応
に
つ
い
て
、
弁
護
士

の
協
力
も
得
な
が
ら
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

観
光
連
盟
の
元
職
員
が
県
の
業
務
に
関
与
し
た
一
昨
年
、
す
な
わ
ち
令
和
六
年
十
二
月
ま
で
の
間
に
、
不
適
切
な
予
算
の
執
行

が
長
き
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
事
実
を
踏
ま
え
、
事
案
の
全
貌
解
明
と
原
因
の
究
明
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
県
民
の



 

 
 
 

第
一
号 

二
月
二
十
六
日 

皆
様
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
、
組
織
や
人
事
の
在
り
方
を
見
直
し
、
透
明
で
風
通
し
の
よ
い
職
場
環
境
を
実
現
し
、

予
算
の
適
切
な
執
行
を
は
じ
め
と
す
る
県
行
政
の
健
全
な
運
営
に
万
全
を
期
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

議
員
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
御
審
議
の
ほ
ど
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
議
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す
各
案
件
の
う
ち
、
議
第
六
十
七
号
を
直
ち

に
採
決
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
件
を
直
ち
に
採
決
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

た
だ
い
ま
か
ら
議
第
六
十
七
号 

公
安
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意
に
つ
い
て
を
採
決
い
た
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
案
に
同
意
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
こ
れ
に
同
意
す
る
こ
と
に
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。 
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‡
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‡
‡
‡
‡
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 ○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
議
案
精
読
等
の
た
め
、
明
日
か
ら
三
月
十
日
ま
で
の
十
二
日
間
休
会
と
い
た
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
明
日
か
ら
三
月
十
日
ま
で
の
十
二
日
間
休
会
と
す
る
こ
と
に
決
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定
を
い
た
し
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
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‡
‡
‡
‡
‡
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 ○
議
長
（
小
原 

尚
君
） 

以
上
を
も
っ
て
、
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

三
月
十
一
日
は
午
前
十
時
ま
で
に
御
参
集
願
い
ま
す
。 

 

三
月
十
一
日
の
日
程
は
追
っ
て
配
付
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
こ
れ
を
も
っ
て
散
会
い
た
し
ま
す
。 

 

午
前
十
時
三
十
五
分
散
会 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡ 

 

 


